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人
質
対
応
検
証
委
員
会
に
関
す
る
質
問
主
意
書

菅
義
偉
官
房
長
官
は
二
月
九
日
の
記
者
会
見
で
、
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
に
よ
る
邦
人
人
質
事
件
の
危
機
対
応
に
つ
い
て
検
証
す
る
委
員

会
を
十
日
に
立
ち
上
げ
る
と
発
表
し
た
。
新
聞
各
紙
の
報
道
に
よ
る
と
、
検
証
委
員
会
の
ト
ッ
プ
に
は
、
警
察
庁
出
身
の
杉
田

和
博
官
房
副
長
官
を
充
て
、
内
閣
危
機
管
理
監
、
国
家
安
全
保
障
局
長
、
内
閣
情
報
官
、
外
務
省
な
ど
関
係
省
庁
の
幹
部
で
構

成
す
る
と
い
う
。
今
後
、
専
門
家
を
入
れ
て
検
証
が
行
わ
れ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
二
度
と
同
様
の
事
件
が
起
き
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
も
し
っ
か
り
と
し
た
検
証
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

菅
義
偉
官
房
長
官
は
同
記
者
会
見
で
、
安
倍
晋
三
首
相
が
今
年
一
月
に
エ
ジ
プ
ト
で
「
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
と
闘
う
周
辺
各
国
を
支

援
す
る
」
と
訴
え
た
演
説
に
つ
い
て
も
、
「
当
然
、
総
理
の
中
東
ス
ピ
ー
チ
も
対
象
に
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

①

菅
義
偉
官
房
長
官
の
記
者
会
見
に
つ
い
て
、
報
道
で
は
「
杉
田
和
博
官
房
副
長
官
を
委
員
長
と
し
、
内
閣
危
機
管
理
監

や
関
係
省
庁
の
幹
部
ら
で
構
成
す
る
。
今
後
は
中
東
地
域
の
専
門
家
な
ど
の
有
識
者
か
ら
も
意
見
を
聞
き
、
最
終
的
に
報

告
書
を
取
り
ま
と
め
る
方
針
。
」
な
ど
と
記
述
し
て
い
る
が
、
中
東
地
域
の
専
門
家
は
、
参
考
人
と
し
て
招
致
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
正
式
な
委
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

②

二
月
二
日
付
け
朝
日
新
聞
朝
刊
に
、
内
藤
正
典
同
志
社
大
学
大
学
院
教
授
が
、
「
『
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
と
闘
う
周
辺
各
国
へ
の

一



支
援
を
約
束
す
る
』
と
い
う
表
現
は
、
二
人
の
人
質
が
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
相
手
を
挑
発
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
不
用

意
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
安
倍
総
理
の
中
東
政
策
ス
ピ
ー
チ
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
東
の
専
門
家
を

検
証
委
員
会
の
委
員
に
入
れ
る
べ
き
と
指
摘
す
る
声
も
あ
る
が
、
内
藤
正
典
同
志
社
大
学
大
学
院
教
授
な
ど
の
専
門
家
を

参
考
人
と
し
て
で
は
な
く
、
正
式
な
委
員
と
し
て
入
れ
る
の
か
。

③

二
月
三
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
「
時
論
公
論
」
の
中
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
の
出
川
展
恒
氏
も
、
同
様
に
不
用
意
で
あ
っ
た
と

解
説
し
て
い
る
。
同
様
の
議
論
は
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
て
お
り
、
安
倍
首
相
の
中
東
政
策
ス
ピ
ー
チ
が
「
不

用
意
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
を
参
考
人
と
し
て
で
は
な
く
、
検
証
委
員
会
の
正
式
な
委
員
に
入
れ
る

の
か
。

二

検
証
委
員
会
の
議
事
内
容
は
特
定
秘
密
保
護
法
に
基
づ
く
特
定
秘
密
に
指
定
さ
れ
る
の
か
。
指
定
さ
れ
る
場
合
、
公
正
な

検
証
を
ど
の
よ
う
に
担
保
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


